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令和５年塩尻市議会５月臨時会提出案件について 

 

 

Ⅰ 提出案件数 

 

提出案件 ９件   

人事案件 ４件   

予算案件 １件  

報告案件 ４件   

      

 

Ⅱ 提出案件の概要 

 

【人事案件】 

 

１ 監査委員の選任について 

識見を有する者のうちから委員を選任するものです。 

 

２ 公平委員会委員の選任について 

委員３人のうち、１人が令和５年６月２０日に任期満了となることに伴い、後任

委員を選任するものです。 

 

３ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

委員３人のうち、１人が令和５年６月３０日に任期満了となることに伴い、後任

委員を選任するものです。 

（以上 総務人事課） 

 

４ 塩尻市辰野町中学校組合議会の議員及び辰野町塩尻市小学校組合議会の議

員の選任について 

両組合議会の塩尻市の議員各７人のうち、市長が議会の同意を得て選任した４

人が令和５年６月１９日に任期満了となることに伴い、後任委員を選任するもの

です。 

（教育総務課） 

【予算案件】 

 

令和５年度塩尻市一般会計補正予算（第２号） 

（財政課） 
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【報告案件】 

 

１ 塩尻市税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

「地方税法」の一部が改正（令和５年３月３１日改正）されたことに伴い、「塩

尻市税条例の一部を改正する条例」を去る３月３１日に専決処分したので報告し、

承認を求めるものです。 

 (2) 概要 

ア 個人市民税について 

(ｱ) 森林環境税の導入に伴い規定を整理したもの 

(ｲ) 給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項を簡素化したもの 

イ 軽自動車税について 

種別割に係る税率の特例を延長したもの 

（税務課） 

 

２ 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

「地方税法施行令」の一部が改正（令和５年３月３１日改正）されたことに伴

い、「塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を去る３月３１日に専

決処分したので報告し、承認を求めるものです。 

 (2) 概要 

ア 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２０万円から２２万円に引き

上げたもの 

イ 減額の対象となる所得の基準額を引き上げたもの 

（市民課） 

 

３ 塩尻市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する

条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２６条の地方公共団体等を定める省令」の一部が改正（令和５年３月３１日改

正）されたことに伴い、「塩尻市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の

課税の特例に関する条例の一部を改正する条例」を去る３月３１日に専決処分し

たので報告し、承認を求めるものです。 

 (2) 概要 

固定資産税の課税の特例措置における対象施設の設置の期限を延長したもので

す。 

（産業政策課） 
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４ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る４月６日に専決処分したので報告するもの

です。 

 (2) 概要 

ア 損害賠償の額   ３４６，８００ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事故発生年月日  令和５年２月６日 

ウ 事故発生場所   塩尻市大字広丘野村 

市道野村角前２号線 

エ 事 故 の 状 況  

市道野村角前２号線のグレーチングが、相手方自動車が勤務先駐車場に進入

した際に乗ったことにより跳ね上がり、当該自動車のマフラーを破損したもの

です。 

（建設課） 


